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越前市長 殿  

越前市住まい情報バンク利用申込書  

 

（利用申込者）〒   －              

       住  所                

        事業者名               

代表者                

電 話     －   －       

メール                

アドレス               

（宅建免許番号        ）  

                          

越前市住まい情報バンク制度要綱に定める趣旨等を理解し、裏面の事

項に同意し、同要綱第７条第１項の規定により、次のとおり住まい情報

バンクへの利用を申し込みます。  

 

 

1 利用内容  

  空き家等の売買又は賃貸等に係る物件情報を市のホームページに

登録し、空き家等の利用を希望する者にその情報を公開するシステ

ムの利用。  

 

2 利用に関しての注意事項  

   ※  裏面注意事項をご確認の上、お申込みください。  

 

 



 

「越前市住まい情報バンク」利用に関しての注意事項  
 

(1) 越前 市は 、情 報の 紹介や 必要 な連 絡調 整等 を行う が、 所有 者等 又は 仲介業 者と

住まい 情報 バン ク利 用希 望者間 で行 う物 件の 賃貸 借・売 買に 関す る交 渉、 契約等

に関し ての 仲介 行為 は一 切行わ ない 。  

(2) 利用 者は 、住 まい 情報バ ンク に係 る一 切の 業務に 関し 、宅 地建 物取 引業法 (昭 和

２７年 法律 第１ ７６ 号 )を遵守 し 、空 き家 等に 係 る売買 又は 賃貸 借の 適正 かつ円 滑

な 推 進 に 努 め る も の と す る 。 ま た 、 空 き 家 の 仲 介 に 係 る 報 酬 に つ い て も 、 宅 地建

物 取 引 業 法 第 ４ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 国 土 交 通 大 臣 が 定 め た 報 酬 の 額 以 内 の額

とする 。  

(3) 利 用 者 は 、 住 ま い 情 報 バ ン ク に 係る 一 切 の 業 務 に 関 し 、 記載 さ れ た 個 人 情 報を

利用希 望者 への 提供 以外 、又は 本事 業の 目的 以外 に利用 しな いこ と。  

(4) 越 前 市 は 、 利用 者 が 住 ま い 情報 バ ン ク に シ ス テ ム 上 から 登 録 す る 際 、 必 要 とな

る パ ス ワ ー ド 等 を 発 行 す る 。 そ の 発 行 し た パ ス ワ ー ド の 取 り 扱 い に 関 し 、 第 三 者

に漏洩 しな いよ うに 管理 し、本 事業 の目 的以 外に 利用し ない こと 。  

(5) 利 用 者 は 、 住 ま い 情 報 バ ン ク へ 空き 家 等 の 物 件 を 登 録 す る際 、 住 ま い 情 報 バン

クに登 録し 、そ の情 報を 公開す るこ とに つい て、 所有者 から 同意 を得 るこ と。  

(6) 利 用 者 は 、 空 き 家 等 の 登 録 内 容 が変 更 し た 場 合 又 は 空 き 家等 の 所 有 者 等 と 住ま

い 情 報 バ ン ク 利 用 希 望 者 と の 売 買 契 約 又 は 賃 貸 借 契 約 が 成 立 し た と き は 、 速 やか

に越前 市に 報告 する こと 。  

(7)  住 ま い 情 報 バ ン ク 業 務 に 関 す る 苦 情 又 は 紛 争 が 発 生 し た 場 合 に は 、 所 有 者 等 ,

利 用 者 又 は 仲 介 業 者 が 協 議 の 上 処 理 す る こ と 。 た だ し 、 空 き 家 等 の 仲 介 に 係 る事

項につ いて は、 利用 者の 責任に おい て処 理す るこ と。  

(8) 越 前 市 は 、 利 用 者 が 住 ま い 情 報 バン ク の 利 用 に 違 反 し た とき は 利 用 を 解 除 でき

る も の と す る 。 ま た 、 利 用 者 は 、 利 用 解 除 さ れ た こ と に よ り 、 損 害 が 発 生 し た場

合であ って も越 前市 はそ の賠償 の責 を負 わな い。  

 


